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サービス別根拠法令 

１ 指定基準について 

 

 ２ 介護報酬の算定について 

 

サービス種別 根拠法令 

訪問介護、（介護予防）訪問入浴介護、（介

護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビ

リテーション、（介護予防）居宅療養管理指

導、通所介護、（介護予防）通所リハビリテ

ーション、（介護予防）短期入所生活介護、

（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）

特定施設入居者生活介護、（介護予防）福祉

用具貸与、特定（介護予防）福祉用具販売 

○指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準等を定める条例 

○指定介護予防サービス等の事業の人員、 

 設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準等を定める条例 

 

介護老人福祉施設 ○指定介護老人福祉施設の人員、設備及び

運営に関する基準等を定める条例 

介護老人保健施設 ○介護老人保健施設の人員、施設及び設備

並びに運営に関する基準を定める条例 

介護療養型医療施設 ○指定介護療養型医療施設の人員、設備及

び運営に関する基準を定める条例 

介護医療院 ○介護医療院の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例 

サービス種別 根拠法令 

訪問介護、（介護予防）訪問入浴介護、（介

護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビ

リテーション、（介護予防）居宅療養管理指

導、通所介護、（介護予防）通所リハビリテ

ーション、（介護予防）短期入所生活介護、

（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）

特定施設入居者生活介護、（介護予防）福祉

用具貸与、特定（介護予防）福祉用具販売 

○指定居宅サービスに要する費用の額の算

定に関する基準（12.2.10 厚生省告示第

19 号）【令 3.3.15 厚生労働省告示第 73

号】 

○指定介護予防サービスに要する費用の額

の算定に関する基準（18.3.14 厚生労働省

告示第 127 号【令 3.3.15 厚生労働省告示

第 73 号】 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介

護療養型医療施設、介護医療院、 

○指定施設サービス等に要する費用の額の

算定に関する基準（12.2.10 厚生省告示第

21 号）【令 3.3.15 厚生労働省告示第 73

号】 
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【 通所リハビリテーション 】 

 

１ 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第百三十七条 指定通所リハビリテーションの事業を行う者（以下「指定通所リハビリテーシ

ョン事業者」という。）が、当該事業を行う事業所（以下「指定通所リハビリテーション事

業所」という。）ごとに置くべき指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者（以下

「通所リハビリテーション従業者」という。）の員数は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 一 医師 指定通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数 

 二 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師（以下「看護

職員」という。）若しくは介護職員 

 次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数 

   イ 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者（当該指定通所リハビリテーシ

ョン事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、か

つ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの

事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業

所における指定通所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハビリテーショ

ンの利用者。以下この条及び次条において同じ。）の数が十人以下の場合はその提

供を行う時間帯（以下この条において「提供時間帯」という。）を通じて専ら当該

指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語

聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数が一以上確保されていること、又は利用

者の数が十人を超える場合は提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテー

ションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若

しくは介護職員が利用者の数を十で除した数以上確保されていること。 

   ロ イに掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療

法士又は言語聴覚士が、利用者が百又はその端数を増すごとに一以上確保されてい

ること。 

２ 指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、前項第二号の規定にかかわら

ず、次の各号に掲げるとおりとすることができる。 

 一 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が十人以下の場合は提供時間帯

を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士

若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が一以上確保されていること、又は

利用者の数が十人を超える場合は提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテー

ションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しく

は介護職員が利用者の数を十で除した数以上確保されていること。 

 二 前号に掲げる人員のうち専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療

法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類す

るサービスに一年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、〇・一以上確

保されること。 

下線 ― ・・・令和３、４年度改正箇
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３ 第一項第一号の医師は、常勤でなければならない。 

４ 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指

定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテ

ーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介

護予防サービス等基準第百十七条第一項から第三項までに規定する人員に関する基準を満

たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなす。 

 

 

２ 人員に関する基準に係る留意事項 

（１）指定通所リハビリテーション事業所 

 ① 医師 

イ 専任の常勤医師が１人以上勤務していること。 

  ロ 指定通所リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院であって、

病院又は診療所（医師について介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準を満た

す余力がある場合に限る。）と併設されているものについては、当該病院又は診療所

の常勤医師との兼務で差し支えない。 

  ハ 指定通所リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院であって、

当該介護老人保健施設又は当該介護医療院に常勤医師として勤務している場合には、

常勤の要件として足るものである。 

    また、指定通所リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院であ

って、病院又は診療所（医師について介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準

を満たす余力がある場合に限る。）と併設されている事業所において指定通所リハビ

リテーション事業所の医師が、当該病院又は当該診療所の常勤医師と兼務している

場合でも、常勤の要件として足るものである。 

 

② 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師、准看護師若しくは介護職員 

条例第１３７条第１項第２号ロに掲げる人員について、所要時間１時間から２時間の

指定通所リハビリテーションを行う場合であって、定期的に適切な研修（※）を修了し

ている看護師、准看護師、柔道整復師又はあん摩マッサージ師がリハビリテーションを

提供する場合は、これらの者を当該単位におけるリハビリテーションの提供に当たる理

学療法士等として計算することができる。 

 

（２）指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合 

 ① 医師 

  イ 利用者数が同時に１０人を超える場合にあっては、（１）①を準用すること。 

  ロ 利用者数が同時に１０人以下の場合にあっては、以下の要件に適合していること。 

    ・専任の医師が１人勤務していること。 

    ・利用者数は、専任の医師１人に対し１日４８人以内であること。 

 

② 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師、准看護師若しくは介護職員 
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    条例第１３７条第２項第２号に掲げる人員について、所要時間１時間から２時間の

指定通所リハビリテーションを行う場合であって、定期的に適切な研修（※）を修了

している看護師、准看護師、柔道整復師又はあん摩マッサージ師がリハビリテーショ

ンを提供する場合は、これらの者を当該単位におけるリハビリテーションの提供に当

たる理学療法士等として計算することができる。 

 

③ 経験を有する看護師 

経験を有する看護師とは、以下イ～ニの保健医療機関等において、それらに１年以上

従事した者であること。 

イ 診療報酬の算定方法に定める重度認知症患者デイケア、精神科デイケア、脳血管

疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料に係る施設基準の届出

を行った保険医療機関等 

ロ 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成１２年厚生省

告示第１９号）に定める通所リハビリテーションに係る施設基準の届出を行った

指定通所リハビリテーション事業所 

ハ 「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成１８年厚

生労働省告示第１２７号）に定める介護予防通所リハビリテーションに係る施設

基準の届出を行った指定介護予防通所リハビリテーション事業所 

二 「厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数」

（平成１２年厚生省告示第３０号）に定める理学療法、作業療法に係る施設基準の

届出を行った介護保険施設 

 

（３）７時間以上８時間未満の指定通所リハビリテーションの前後に連続して延長サー

ビスを行う場合 

   事業所の実情に応じて、適当数の従業者を配置するものとする。 

 

（４）同一事業所で複数の単位の指定通所リハビリテーションを同時に行う場合 

   同時に行われる単位の数の常勤の従業者が必要となる。 

○指定通所リハビリテーションの「単位」 

    同時に、一体的に提供される指定通所リハビリテーションをいう。 

    例えば、以下の場合は「２単位」として扱われ、それぞれの単位ごとに必要な従業

者を確保する必要がある。 

イ 指定通所リハビリテーションが同時に一定の距離を置いた２つの場所で行わ

れ、これらのサービス提供が一体的に行われているといえない場合 

ロ 午前と午後とで別の利用者に対して指定通所リハビリテーションを提供する

場合 

 

（５）従事者１人が１日に行うことができる指定通所リハビリテーション 

   従事者１人が１日に行うことができる指定通所リハビリテーションは、２単位まで

とする。ただし、所要時間１時間から２時間までの指定通所リハビリテーションについ
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ては、０．５単位として取り扱う。 

 

（６）利用者の数又は利用定員について 

   利用者の数又は利用定員は、単位ごとの指定通所リハビリテーションについての利

用者の数又は利用定員をいうものであり、利用者の数は実人員、利用定員は、あらかじ

め定めた利用者の数の上限をいうものである。 

例えば、１日のうちの午前の提供時間帯に利用者１０人に対して指定通所リハビリ

テーションを提供し、午後の提供時間帯に別の利用者１０人に対して指定通所リハビ

リテーションを提供する場合であって、それぞれの指定通所リハビリテーションの定

員が１０人である場合には、当該事業所の利用定員は１０人、必要となる従業者の員数

は午前午後それぞれ１人ということとなり、人員算定上午前の利用者と午後の利用者

の数が合算されるものではない。 

 

（※）「研修」  

   運動器リハビリテーションに関する理論、評価法等に関する基本的内容を含む研修

会であって、関係学会等により開催されているものを指す。具体的には、日本運動器リ

ハビリテーション学会の行う運動器リハビリテーションセラピスト研修、全国病院理

学療法協会の行う運動療法機能訓練技能講習会が該当する。 

 

３ 設備に関する基準 

第百三十八条 指定通所リハビリテーション事業所は、指定通所リハビリテーションを行

うにふさわしい専用の部屋等であって、三平方メートルに利用定員を乗じた面積以上の

ものを有しなければならない。ただし、当該指定通所リハビリテーション事業所が介護

老人保健施設又は介護医療院である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に利用者

用に確保されている食堂（リハビリテーションに供用されるものに限る。）の面積を加

えるものとする。 

２ 指定通所リハビリテーション事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設

備並びに指定通所リハビリテーションを行うために必要な専用の機械及び器具を備え

なければならない。 

３ 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者

の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リ

ハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合につ

いては、指定介護予防サービス等基準第百十八条第一項及び第二項に規定する設備に関

する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなす。 

 

４ 設備に関する基準に係る留意事項 

（１）指定通所リハビリテーション事業所ごとに備える設備については、専ら指定通所リハ

ビリテーション事業の用に供するものでなければならないこととされているが、病院、

診療所、介護老人保健施設又は介護医療院が互いに併設される場合（同一敷地内にある

場合、又は公道をはさんで隣接している場合をいう。）であって、そのうちの複数の施
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設において、指定通所リハビリテーション事業を行う場合には、以下の条件に適合する

ときは、それぞれの指定通所リハビリテーションを行うためのスペースが同一の部屋

等であっても差し支えないものとする。  

① 当該部屋等において、それぞれの指定通所リハビリテーションを行うためのスペ

ースが明確に区分されていること。  

② それぞれの指定通所リハビリテーションを行うためのスペースが、以下の面積要

件を満たしていること。  

   ３平方メートルに利用定員を乗じた面積以上であるものを有すること。ただし、

介護老人保健施設又は介護医療院の場合は、当該専用の部屋等の面積に利用者用

に確保されている食堂（リハビリテーションに供用されるものに限る。）の面積を

加えるものとすること。 

 

（２）指定通所リハビリテーションを行うためのスペースと、当該指定通所リハビリテーシ

ョン事業所と併設の関係にある特別養護老人ホーム、社会福祉施設等における指定通

所介護の機能訓練室等との関係 

   指定通所介護事業所と指定通所リハビリテーション事業所を併設している場合に、

利用者へのサービス提供に支障がない場合は、設備基準上両方のサービスに規定があ

るものは共用が可能である。ただし、指定通所介護事業所の機能訓練室等と、指定通所

介護事業所と併設の関係にある病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院におけ

る指定通所リハビリテーション等を行うためのスペースについて共用する場合にあっ

ては、以下の条件に適合することをもって、これらが同一の部屋等であっても差し支え

ないものとする。  

イ 当該部屋等において、指定通所介護事業所の機能訓練室等と指定通所リハビリテ

ーション等を行うためのスペースが明確に区分されていること。  

ロ 指定通所介護事業所の機能訓練室等として使用される区分が、指定通所介護事業

所の設備基準を満たし、かつ、指定通所リハビリテーション等を行うためのスペース

として使用される区分が、指定通所リハビリテーション事業所等の設備基準を満た

すこと。 

   また、玄関、廊下、階段、送迎車両など、基準上は規定がないが、設置されるものに

ついても、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、共用が可能である。 

   なお、設備を共用する場合、指定通所介護事業者は、事業所において感染症が発生し、

又はまん延しないように必要な措置を講じるよう努めなければならないと定めている

ところであるが、衛生管理等に一層努めること。 

 

（３）保険医療機関が医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテー

ション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションの届出を

行っており、当該保険医療機関において、指定通所リハビリテーション（１時間以上２

時間未満に限る）又は指定介護予防通所リハビリテーションを実施する場合には、医療

保険の脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器

リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーシ
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ョンを受けている患者と介護保険の指定通所リハビリテーション又は指定介護予防通

所リハビリテーションの利用者に対するサービス提供に支障が生じない場合に限り、

同一のスペースで行うことも差し支えない。 

この場合、医療保険のリハビリテーションの患者数に関わらず、常時、３平方メート

ルに指定通所リハビリテーションの利用者数（指定通所リハビリテーションの事業と

指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合にあっては、指定通所リハビリテーションの利用者数と指定介護予防

通所リハビリテーションの利用者数の合計数）を乗じた面積以上とする。 

なお、機器及び機具は、サービス提供時間に関わらず、各サービスの提供に支障が生

じない場合に限り、共用して差し支えない。 

 

（４）消火設備その他の非常災害に際して必要な設備とは、消防法その他の法令等に規定さ

れた設備を示しており、それらの設備を確実に設置しなければならないものである。 

 

５ 運営に関する基準 （改正点抜粋） 
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（業務継続計画の策定等）※第百四十六条により準用 

第三十二条の二 指定通所リハビリテーション事業者は、感染症又は非常災害の発生

時において、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供を継続的に実施

し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」

という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション従業者に対

し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施

しなければならない。 

３ 指定通所リハビリテーション事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、

必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

※業務継続計画の策定等は、令和６年３月３１日まで努力義務（令和６月４月１日より

義務化）。 

 

（掲示）※第百四十六条により準用 

第三十四条 指定通所リハビリテーション事業者は、当該指定通所リハビリテーショ

ン事業所の見やすい場所に、第百四十三条に規定する重要事項に関する規程の概

要、指定通所リハビリテーション従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービ

スの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

２ 指定通所リハビリテーション事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当

該指定通所リハビリテーション事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に

自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。 

 

（地域との連携等）※第百四十六条により準用 

第三十九条 指定通所リハビリテーション事業者は、その事業の運営に当たっては、

提供した指定通所リハビリテーションに関する利用者からの苦情に関して市町村

等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力

するよう努めなければならない。 

２ 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション事業所の所

在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定通所リハビリテーション

を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定通所リハ

ビリテーションの提供を行うよう努めなければならない。 

 

（虐待の防止）※第百四十六条により準用 

第四十条の二 指定通所リハビリテーション事業者は、虐待の発生又はその再発を防

止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定通所リハビリテーション事業所における虐待の防止のための対策を

検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うものを含む。）を定期的に開

催するとともに、その結果について、通所リハビリテーション従業者に周知徹底

を図ること。 

二 当該指定通所リハビリテーション事業所における虐待の防止のための指針を

整備すること。 
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三 当該指定通所リハビリテーション事業所において、通所リハビリテーション従

業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

四 前各号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

※虐待の防止に係る措置は、令和６年３月３１日まで努力義務（令和６年４月１日より

義務化） 

 

（勤務体制の確保等）※第百四十六条により準用 

第百八条 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者に対し適切な指定通所リハ

ビリテーションを提供できるよう、指定通所リハビリテーション事業所ごとに従業

者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション事業所ごと

に、当該指定通所リハビリテーション事業所の従業者によって指定通所リハビリテ

ーションを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさな

い業務については、この限りでない。 

３ 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション従業者の資

質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定

通所リハビリテーション事業者は、全ての指定通所リハビリテーション従業者（看

護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第八条第二項に規定す

る政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認

知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければなら

ない。 

４ 指定通所リハビリテーション事業者は、適切な指定通所リハビリテーションの提

供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景

とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより指定通所リハ

ビリテーション従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化

等の必要な措置を講じなければならない。 

※認知症に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置は、令和６年３月３１日ま

で努力義務（令和６年４月１日より義務化）。 

 

（非常災害対策）※第百四十六条により準用 

第百十条 指定通所リハビリテーション事業者は、非常災害に関する具体的計画を立

て、非常災害時の関係機関への通報及び連携の体制を整備し、それらを定期的に従

業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行わなければ

ならない。 

２ 指定通所リハビリテーション事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、

地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

 

（運営規程） 

第百四十三条 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション

事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定

めておかなければならない。 
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一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定通所リハビリテーションの利用定員 

五 指定通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額 

六 通常の事業の実施地域 

七 サービス利用に当たっての留意事項 

八 非常災害対策 

九 虐待の防止のための措置に関する事項 

十 その他運営に関する重要事項 

※虐待の防止に係る措置は、令和６年３月３１日まで努力義務（令和６年４月１日よ

り義務化）。 

 

（衛生管理等） 

第百四十四条 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器

その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要

な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならな

い。 

２ 指定通所リハビリテーション事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又

はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の

防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うものを含

む。）をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、通所リ

ハビリテーション従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の

防止のための指針を整備すること。 

三 当該指定通所リハビリテーション事業所において、通所リハビリテーション従

業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実

施すること。 

※感染症の予防及びまん延の防止のための措置は、令和６年３月３１日まで努力義務

（令和６年４月１日より義務化）。 

 

 

６ 報酬について（抜粋） 
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（１）所要時間による区分の取扱い 

① 所要時間による区分の取扱いについては、現に要した時間ではなく、通所リハビリ

テーション計画に位置づけられた内容の指定通所リハビリテーションを行うための

標準的な時間によることとしている。そのため、例えば、単に、当日のサービス進行

状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通常の時間を超えて事業所に

いる場合は、指定通所リハビリテーションのサービスが提供されているとは認められ

ないものであり、この場合は当初計画に位置づけられた所要時間に応じた所定単位数

を算定すること。 

② 指定通所リハビリテーションを行うのに要する時間には、送迎に要する時間は含ま

ないものとするが、送迎時に実施した居宅内の介助等(電気の消灯・点灯、窓の施錠、

着替え、ベッドへの移乗等)に要する時間は、次のいずれの要件も満たす場合、１日

３０分以内を限度として、指定通所リハビリテーションを行うのに要する時間に含め

ることができる。  

イ 居宅サービス計画及び通所リハビリテーション計画に位置付けた上で実施する

場合 

ロ 送迎時に居宅内の介助等を行う者が、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看

護職員、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、１級課

程修了者、介護職員初任者研修修了者（２級課程修了者を含む。）又は当該事業所

における勤続年数と同一法人の経営する他の介護サービス事業所、医療機関、社

会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員としての勤続年数の

合計が３年以上の介護職員である場合 

③ 当日の利用者の心身の状況から、実際の指定通所リハビリテーションの提供が通所

リハビリテーション計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には通所リ

ハビリテーション計画上の単位数を算定して差し支えない。なお、通所リハビリテー

ション計画上の所要時間より大きく短縮した場合には、当該計画を変更のうえ、変更

後の所要時間に応じた単位数を算定すること。 

④ 利用者に対して、１日に複数の指定通所リハビリテーションを行う事業所にあって

は、それぞれの指定通所リハビリテーションごとに通所リハビリテーション費を算定

するものとする。（例えば、午前と午後に指定通所リハビリテーションを行う場合に

あっては、午前と午後それぞれについて通所リハビリテーション費を算定する。）た

だし、１時間以上２時間未満の指定通所リハビリテーションの利用者については、同

日に行われる他の通所リハビリテーション費は算定できない。 

 

（２）感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の

取扱いについて 

感染症又は災害（厚生労働大臣が認めるものに限る。）の発生を理由とする利用者数の

減少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均の利用者数よりも

１００分の５以上減少している場合に、都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーシ

ョン事業所において、指定通所リハビリテーションを行った場合には、利用者数が減少し

た月の翌々月から３月以内に限り、１回につき所定単位数の１００分の３に相当する単位

数を所定単位数に加算する。ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を
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要することその他の特別の事情があると認められる場合は、当該加算の期間が終了した月

の翌月から３月以内に限り、引き続き加算することができる。 

 

＜留意事項＞ 

   感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の

基本報酬への加算の内容については、【通所介護等において感染症又は災害の発生を

理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方

並びに事務処理手順及び様式例の提示について】（令和３年３月１６日老認発０３１

６第４号・老老発０３１６第３号 介護保険最新情報Ｖｏｌ．９３７）を参照するこ

と。 

 

（３）入浴介助加算 

   別に厚生労働大臣が定める基準（以下の算定要件を指す）に適合しているものとして都

道府県知事に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、当該基準に掲げる区分に

従い、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれ

かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

  ①入浴介助加算（Ⅰ） ４０単位 

  ②入浴介助加算（Ⅱ） ６０単位 

 

  ＜算定要件＞大臣基準告示・二十四の四 

① 入浴介助加算(Ⅰ) 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行わ

れる入浴介助であること。 

② 入浴介助加算(Ⅱ) 次のいずれにも適合すること。 

イ ①に掲げる基準に適合すること。 

ロ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員その他の職種の者（以

下「医師等」という。）が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及

び浴室の環境を評価していること。当該訪問において、当該居宅の浴室が、当該利用

者自身又はその家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にあると認められ

る場合は、訪問した医師等が、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員又は指定福

祉用具貸与事業所若しくは指定特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員と連

携し、福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行

うこと。 

ハ 当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、医師との連携の下で、利

用者の身体の状況、訪問により把握した当該利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえて

個別の入浴計画を作成すること。 

ニ ハの入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境で、入浴介助

を行うこと。 

 

＜留意事項＞ 

① 入浴介助加算（Ⅰ)について 

イ 入浴介助加算(Ⅰ)は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合について算定さ
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れるものである（大臣基準告示二十四の四）が、この場合の「観察」とは、自立生活

支援のための見守り的援助のことであり、利用者の自立支援や日常生活動作能力など

の向上のために、利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のための声

かけ、気分の確認などを行うことにより、結果として、身体に直接接触する介助を行

わなかった場合についても、加算の対象となるものであること。なお、この場合の入

浴には、利用者の自立生活を支援する上で最適と考えられる入浴手法が、部分浴（シ

ャワー浴）や清拭である場合は、これを含むものとする。 

ロ 通所リハビリテーション計画上、入浴の提供が位置付けられている場合に、利用者

側の事情により、入浴を実施しなかった場合については、算定できない。 

② 入浴介助加算(Ⅱ)について 

イ ①イ及びロを準用する。なお、①イの「入浴介助加算(Ⅰ)」は、「入浴介助加算(Ⅱ)」

に読み替えるものとする。 

ロ 入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において、自身で又は家族若しくは居宅で入浴

介助を行うことが想定される訪問介護員等（以下、「家族・訪問介護員等」という。）

の介助によって入浴ができるようになることを目的とし、以下ａ～ｃを実施すること

を評価するものである。なお、入浴介助加算(Ⅱ)の算定に関係する者は、利用者の状

態に応じ、自身で又は家族・訪問介護員等の介助により尊厳を保持しつつ入浴ができ

るようになるためには、どのような介護技術を用いて行うことが適切であるかを念頭

に置いた上で、ａ～ｃを実施する。 

ａ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護福祉士、介護支援専門員等（利

用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員を含

む。）が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を

評価する。その際、当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な介

護技術に基づいて、利用者の動作を踏まえ、利用者自身で又は家族・訪問介護員等

の介助により入浴を行うことが可能であると判断した場合、指定通所リハビリテー

ション事業所に対しその旨情報共有する。また、当該利用者の居宅を訪問し評価し

た者が指定通所リハビリテーション事業所の従業者以外の者である場合は、書面等

を活用し、十分な情報共有を行うよう留意すること。 

（※）当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な介護技術に基づい

て、利用者の動作を踏まえ、利用者自身で又は家族・訪問介護員等の介助により入

浴を行うことが難しいと判断した場合は、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門

員又は指定福祉用具貸与事業所若しくは指定特定福祉用具販売事業所の福祉用具

専門相談員と連携し、利用者及び当該利用者を担当する介護支援専門員等に対し、

福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行う。 

ｂ 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

が、医師との連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪問により把握した当該利用

者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する。なお、個別の入浴

計画に相当する内容を通所リハビリテーション計画の中に記載する場合は、その記

載をもって個別の入浴計画の作成に代えることができるものとする。 

ｃ ｂの入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴

介助を行う。なお、この場合の「個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境」と
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は、手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別

に模したものとして差し支えない。また、入浴介助を行う際は、関係計画等の達成

状況や利用者の状態をふまえて、自身で又は家族・訪問介護員等の介助によって入

浴することができるようになるよう、必要な介護技術の習得に努め、これを用いて

行われるものであること。なお、必要な介護技術の習得にあたっては、既存の研修

等を参考にすること。 

 

（４）リハビリテーションマネジメント加算 

   別に厚生労働大臣が定める基準（以下の算定要件を指す）に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士その他の職種の者が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理した

場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、１月につ

き次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定

している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

① リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)イ 

(イ) 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得

た日の属する月から起算して６月以内の期間のリハビリテーションの質を管理し

た場合                        ５６０単位 

(ロ) 当該日の属する月から起算して６月を超えた期間のリハビリテーションの質を

管理した場合                     ２４０単位 

② リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)ロ 

(イ) 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得

た日の属する月から起算して６月以内の期間のリハビリテーションの質を管理し

た場合                        ５９３単位 

(ロ) 当該日の属する月から起算して６月を超えた期間のリハビリテーションの質を

管理した場合                     ２７３単位 

③ リハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)イ 

(イ) 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得

た日の属する月から起算して６月以内の期間のリハビリテーションの質を管理し

た場合                        ８３０単位 

(ロ) 当該日の属する月から起算して６月を超えた期間のリハビリテーションの質を

管理した場合                     ５１０単位 

④ リハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)ロ 

(イ) 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得

た日の属する月から起算して６月以内の期間のリハビリテーションの質を管理し

た場合                        ８６３単位 

(ロ) 当該日の属する月から起算して６月を超えた期間のリハビリテーションの質を

管理した場合                     ５４３単位 

 

＜算定要件＞大臣基準告示・二十五 

① リハビリテーションマネジメント加算（Ａ）イ 次のいずれにも適合すること。 
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イ 指定通所リハビリテーション事業所の医師が、指定通所リハビリテーションの実

施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者

に対する当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前

又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、

当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか１以上の指

示を行うこと。 

ロ イにおける指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士若し

くは言語聴覚士が、当該指示の内容がイに掲げる基準に適合するものであると明確

にわかるように記録すること。 

ハ リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地か

ら利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の

内容を記録すること。 

ニ 通所リハビリテーション計画について、当該計画の作成に関与した理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を

得るとともに、説明した内容等について医師へ報告すること。 

ホ 通所リハビリテーション計画の作成に当たって、当該計画の同意を得た日の属す

る月から起算して６月以内の場合にあっては１月に１回以上、６月を超えた場合に

あっては３月に１回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化

に応じ、通所リハビリテーション計画を見直していること。 

ヘ 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、

介護支援専門員に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の

有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提

供を行うこと。 

ト 以下のいずれかに適合すること。 

ａ 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

が、居宅サービス計画に位置付けた指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービ

スに該当する事業に係る従業者と指定通所リハビリテーションの利用者の居宅を

訪問し、当該従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護

の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。 

ｂ 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

が、指定通所リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハ

ビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生

活上の留意点に関する助言を行うこと。 

チ イからトまでに適合することを確認し、記録すること。 

② リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)ロ 次のいずれにも適合すること。 

イ ①イからチまでに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

ロ 利用者ごとの通所リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提

出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの

適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

③ リハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)イ 次のいずれにも適合すること。 

 イ ①イからハまで及びホからトまでのいずれにも適合すること。 
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 ロ 通所リハビリテーション計画について、指定通所リハビリテーション事業所の医

師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。 

 ハ イ及びロに適合することを確認し、記録すること。 

④ リハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)ロ 次のいずれにも適合すること。 

 イ ③イからハまでのいずれにも適合すること。 

 ロ 利用者ごとの通所リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提

出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの

適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

 

＜留意事項＞ 

① リハビリテーションマネジメント加算は、利用者ごとに行われるケアマネジメント

の一環として実施されるものであり、リハビリテーションの質の向上を図るため、利用

者の状態や生活環境等を踏まえた多職種協働による通所リハビリテーション計画の作

成、当該計画に基づく適切なリハビリテーションの提供、当該提供内容の評価とその結

果を踏まえた当該計画の見直し等といったＳＰＤＣＡサイクルの構築を通じて、継続

的にリハビリテーションの質の管理を行った場合に加算するものである。 

② 「リハビリテーションの質の管理」とは、生活機能の維持又は向上を目指すに当たっ

て、心身機能、個人として行うＡＤＬやＩＡＤＬといった活動をするための機能、家庭

での役割を担うことや地域の行事等に関与すること等といった参加をするための機能

について、バランス良くアプローチするリハビリテーションが提供できているかを管

理することをいう。 

③ 本加算は、ＳＰＤＣＡサイクルの構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質

の管理を行った場合に加算するものであることから、当該ＳＰＤＣＡサイクルの中で

通所リハビリテーション計画を、新規に作成し直すことは想定しておらず、利用者の状

態に応じて適切に当該計画の見直しが行われるものである。したがって、「同意」とは、

本加算を取得するに当たって初めて通所リハビリテーション計画を作成して得られた

同意をいい、当該計画の見直しの同意とは異なることに留意すること。 

④ リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)イ(イ)、リハビリテーションマネジメン

ト加算(Ａ)ロ(イ)、リハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)イ(イ)又はリハビリテ

ーションマネジメント加算(Ｂ)ロ(イ)を取得後は、リハビリテーションマネジメント

加算(Ａ)イ(ロ)、リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)ロ(ロ)、リハビリテーシ

ョンマネジメント加算(Ｂ)イ(ロ)又はリハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)ロ

(ロ)を算定するものであることに留意すること。 

ただし、当該期間以降であっても、リハビリテーション会議を開催し、利用者の急性

増悪等により引き続き月に１回以上、当該会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、

当該計画を見直していく必要性が高いことを利用者又は家族並びに構成員が合意した

場合、リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)イ(イ)又はロ(イ)若しくは(Ｂ)イ

(イ)又はロ(イ)を再算定できるものであること。 
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⑤ リハビリテーション会議の構成員である医師の当該会議への出席については、テレ

ビ電話等情報通信機器を使用してもよいこととする。なお、テレビ電話等情報通信機器

を使用する場合には、当該会議の議事に支障のないよう留意すること。 

⑥ リハビリテーション会議の開催頻度について、指定通所リハビリテーションを実施

する指定通所リハビリテーション事業所若しくは指定介護予防通所リハビリテーショ

ンを実施する指定介護予防通所リハビリテーション事業所並びに当該事業所の指定を

受けている保険医療機関において、算定開始の月の前月から起算して前２４月以内に

介護保険または医療保険のリハビリテーションに係る報酬の請求が併せて６月以上あ

る利用者については、算定当初から３月に１回の頻度でよいこととする。 

⑦ 大臣基準第二十五号②ロ及び④ロに規定する厚生労働省への情報の提出について

は、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等について

は、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務

処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月１６日老老発０３１６第４号 介

護保険最新情報Ｖｏｌ．９３８／令和３年４月２２日老高発０４２２第１号・老認発０

４２２第１号・老老発０４２２第１号）を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を

活用し、ＳＰＤＣＡサイクルにより、サービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上

に資するため、適宜活用されるものである。 

 

（５）生活行為向上リハビリテーション実施加算 

   別に厚生労働大臣が定める基準（以下の算定要件を指す）に適合し、かつ、別に厚生労

働大臣が定める施設基準（以下の施設基準を指す）に適合しているものとして都道府県知

事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、生活行為の内容の充実を図るための

目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリハビリテーション実

施計画にあらかじめ定めて、利用者に対して、リハビリテーションを計画的に行い、当該

利用者の有する能力の向上を支援した場合は、生活行為向上リハビリテーション実施加算

として、リハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用を開始

した日の属する月から起算して６月以内の期間に限り、１月につき１，２５０単位を所定

単位数に加算する。ただし、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集

中リハビリテーション実施加算を算定している場合においては、算定しない。また、短期

集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算

を算定していた場合においては、利用者の急性増悪等によりこの加算を算定する必要性に

ついてリハビリテーション会議により合意した場合を除き、この加算は算定しない。 

 

＜経過措置＞ 

令和３年３月３１日までに改正前の生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定

している利用者については、引き続き以下の改正前の単位数を算定する。 

リハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利

用を開始した日の属する月から起算して３月以内の場合 

2000 単位／月 
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当該日の属する月から起算してから３月を越え、６月以内の場合 1000 単位／月 

令和３年３月３１日までに改正前の生活行為向上リハビリテーション実施加算を算

定している利用者については、令和３年４月１日以降も以下の改正前の注１１に規定す

る減算が適用される。また、令和３年３月３１日時点で改正前の注１１に規定する減算

が適用されている利用者については、令和３年４月１日以降も引き続き改正前の注１１

に規定する減算が適用される。 

【改正前の注１１】 

生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定し、当該加算を算定するために作成し

たリハビリテーション実施計画で定めた指定通所リハビリテーションの実地期間中に指

定通所リハビリテーションの提供を終了した場合において、同一の利用者に対して、再度

指定通所リハビリテーションを行ったときは、実施期間中に指定通所リハビリテーション

の提供を終了した日の属する月の翌月から６月以内の期間に限り、１日につき所定単位数

の１００分の１５に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

 

＜算定要件＞大臣基準告示・二十八 

次のいずれにも適合すること。 

① 生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識若しくは経験を有する作業療法士

又は生活行為の内容の充実を図るための研修を修了した理学療法士若しくは言語聴覚

士が配置されていること。 

② 生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーショ

ンの実施頻度、実施場所及び実施時間等が記載されたリハビリテーション実施計画をあ

らかじめ定めて、リハビリテーションを提供すること。 

③ 当該計画で定めた指定通所リハビリテーションの実施期間中に指定通所リハビリテ

ーションの提供を終了した日前１月以内に、リハビリテーション会議を開催し、リハビ

リテーションの目標の達成状況を報告すること。 

④ 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算（Ａ）イ又

はロ若しくは（Ｂ）イ又はロまでのいずれかを算定していること。 

⑤ 指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業

療法士若しくは言語聴覚士が当該利用者の居宅を訪問し、生活行為に関する評価をおお

むね１月に１回以上実施すること。 

 

＜施設基準＞ 

 リハビリテーションを行うに当たり、利用者数が理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士の数に対して適切なものであること。 

 

＜留意事項＞ 

① 生活向上リハビリテーション実施加算の「生活行為」とは、個人の活動として行う排

泄、入浴、調理、買物、趣味活動等の行為をいう。 

② 生活行為向上リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーション(以下「生活

行為向上リハビリテーション」という。)は、加齢や廃用症候群等により生活機能の１
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つである活動をするための機能が低下した利用者に対して、当該機能を回復させ、生活

行為の内容の充実を図るための目標と当該目標を踏まえた６月間の生活行為向上リハ

ビリテーションの内容を生活行為向上リハビリテーション実施計画にあらかじめ定め

た上で、計画的に実施するものであること。 

③ 生活行為向上リハビリテーションを提供するための生活行為向上リハビリテーショ

ン実施計画の作成や、リハビリテーション会議における当該リハビリテーションの目標

の達成状況の報告については、大臣基準告示第二十八号①によって配置された者が行う

ことが想定されていることに留意すること。 

④ 生活行為向上リハビリテーション実施計画の作成に当たっては、本加算の趣旨につい

て説明した上で、当該計画の同意を得るよう留意すること。 

⑤ 本加算の算定に当たっては、リハビリテーションマネジメント加算の算定が前提とな

っていることから、当該加算の趣旨を踏まえ、家庭での役割を担うことや地域の行事等

に関与すること等を可能とすることを見据えた目標や実施内容を設定すること。 

⑥ 本加算は、６月間に限定して算定が可能であることから、利用者やその家族において

も、生活行為の内容の充実を図るための訓練内容を理解し、家族の協力を得ながら、利

用者が生活の中で実践していくことが望ましいこと。 

  また、リハビリテーション会議において、訓練の進捗状況やその評価（当該評価の結

果、訓練内容に変更が必要な場合は、その理由を含む。）等について、医師が利用者、そ

の家族、構成員に説明すること。 

⑦ 生活行為向上リハビリテーション実施計画に従ったリハビリテーションの評価に当

たっては、利用者の居宅を訪問し、当該利用者の居宅における応用的動作能力や社会適

応能力について評価を行い、その結果を当該利用者とその家族に伝達すること。なお、

当該利用者の居宅を訪問した際、リハビリテーションを実施することはできないことに

留意すること。 

 

※経過措置・改正前の注１１の減算について 

 生活行為向上リハビリテーションの提供を終了後、同一の利用者に対して、引き続き指

定通所リハビリテーションを提供することは差し支えないが、通所リハビリテーション計

画の作成に当たって、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、同意を得る

際には、６月以内の期間に限り、１日につき所定単位数の１００分の１５に相当する単位

数が減算されることを説明した上で、当該計画の同意を得るよう留意すること。 

 

（６）栄養アセスメント加算 

   次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通

所リハビリテーション事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同

して栄養アセスメント（利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握する

ことをいう。）を行った場合は、栄養アセスメント加算として、１月につき５０単位を所

定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービス

を受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。 

① 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置して

いること。 
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② 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、

介護職員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその

家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。 

③ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、

当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用しているこ

と。 

④ 別に厚生労働大臣が定める基準（以下の算定要件を指す）に適合している指定通所リ

ハビリテーション事業所であること。 

 

＜算定要件＞大臣基準告示・十八の二 

定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

＜留意事項＞ 

① 栄養アセスメント加算の算定に係る栄養アセスメントは、利用者ごとに行われるケア

マネジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養アセスメント加算の対象

事業所に限る。）、医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定要件と

して規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を１名

以上配置しているものに限る。）又は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養

士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」）との連携により、管理栄養士を

１名以上配置して行うものであること。 

③ 栄養アセスメントについては、３月に１回以上、イからニまでに掲げる手順により行

うこと。あわせて、利用者の体重については、１月毎に測定すること。 

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 

ロ 管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用

者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、解決すべき栄養管理上の課題の

把握を行うこと。 

ハ イ及びロの結果を当該利用者又はその家族に対して説明し、必要に応じ解決すべき

栄養管理上の課題に応じた栄養食事相談、情報提供等を行うこと。 

ニ 低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者については、介護支援専門員

と情報共有を行い、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供を検討するように依

頼すること。 

④ 原則として、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている

間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、栄養アセスメント加算は算定

しないが、栄養アセスメント加算に基づく栄養アセスメントの結果、栄養改善加算に係

る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養アセスメント加算の算定月

でも栄養改善加算を算定できること。 

⑤ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥ

への提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加

算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照された

い。 
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サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活

用し、利用者の状態に応じた栄養管理の内容の決定（Ｐｌａｎ）、当該決定に基づく支

援の提供（Ｄｏ)、当該支援内容の評価（Ｃｈｅｃｋ）、その評価結果を踏まえた栄養

管理の内容の見直し・改善（Ａｃｔｉｏｎ）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）に

より、サービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に

資するため、適宜活用されるものである。 

 

（７）栄養改善加算 

   別に厚生労働大臣が定める基準（以下の算定要件を指す）に適合しているものとして都

道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対し、栄

養改善サービスを行った場合は、栄養改善加算として、３月以内の期間に限り１月に２回

を限度として１回につき２００単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービス

の開始から３月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善

サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定するこ

とができる。 

 

＜算定要件＞大臣基準告示・二十九 

次のいずれにも適合すること。 

① 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置して

いること。 

② 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者（以下「管理栄養士等」という。）

が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成

していること。 

③ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅に訪問し、管理栄

養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録し

ていること。 

④ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。 

⑤ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

＜留意事項＞ 

① 栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利用者ごとに置かれるケアマ

ネジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養改善加算の対象事業所に

限る。）、医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定

する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置

しているものに限る。）又は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設

置し、運営する「栄養ケア・ステーション」）との連携により、管理栄養士を１名以上

配置して行うものであること。 
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③ 栄養改善加算を算定できる利用者は、次のイからホのいずれかに該当する者であっ

て、栄養改善サービスの提供が必要と認められる者とすること。 

 イ ＢＭＩが１８．５未満である者 

 ロ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施につ

いて」（平成１８年６月９日老発第０６０９００１号厚生労働省老健局長通知）に規

定する基本チェックリストのＮｏ.(１１)の項目が「１」に該当する者 

 ハ 血清アルブミン値が３．５ｇ／ｄｌ以下である者 

 ニ 食事摂取量が不良(７５％以下)である者 

 ホ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者 

   なお、次のような問題を有する者については、上記イからホのいずれかの項目に該

当するかどうか、適宜確認されたい。 

  ・ 口腔及び摂食・嚥下機能の問題(基本チェックリストの口腔機能に関連する  

(１３)、（１４）、(１５)のいずれかの項目において「１」に該当する者などを含む。) 

  ・ 生活機能の低下の問題 

  ・ 褥瘡に関する問題 

  ・ 食欲の低下の問題 

 ・ 閉じこもりの問題(基本チェックリストの閉じこもりに関連する(１６)、(１７)

のいずれかの項目において「１」に該当する者などを含む。) 

 ・ 認知症の問題(基本チェックリストの認知症に関連する(１８)、(１９)、(２０)

のいずれかの項目において「１」に該当する者などを含む。) 

 ・ うつの問題(基本チェックリストのうつに関連する(２１)から(２５)の項目にお

いて、２項目以上「１」に該当する者などを含む。) 

④ 栄養改善サービスの提供は、以下のイからへまでに掲げる手順を経てなされる。 

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 

ロ 利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形

態にも配慮しつつ、栄養状態に関する解決すべき課題の把握（以下「栄養アセスメン

ト」という。）を行い、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種

の者が共同して、栄養食事相談に関する事項(食事に関する内容の説明等)、解決すべ

き栄養管理上の課題等に対し取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成す

ること。作成した栄養ケア計画については、栄養改善サービスの対象となる利用者又

はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、通所リハビリテーションにおいて

は、栄養ケア計画に相当する内容を通所リハビリテーション計画の中に記載する場合

は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。 

ハ 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サービスを提供する

こと。その際、栄養ケア計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正するこ

と。 

ニ 栄養改善サービスの提供に当たり、居宅における食事の状況を聞き取った結果、課

題がある場合は、当該課題を解決するため、利用者又はその家族の同意を得て、当該

利用者の居宅を訪問し、居宅での食事状況・食事環境等の具体的な課題の把握や、主

として食事の準備をする者に対する栄養食事相談等の栄養改善サービスを提供する

こと。 
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ホ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、おおむ

ね３月ごとに体重を測定する等により栄養状態の評価を行い、その結果を当該利用者

を担当する介護支援専門員や主治の医師に対して情報提供すること。 

ヘ 条例第１４６条において準用する第２０条に規定するサービスの提供の記録にお

いて利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に記

録する場合は、当該記録とは別に栄養改善加算の算定のために利用者の栄養状態を定

期的に記録する必要ないものとすること。 

⑤ おおむね３月ごとの評価の結果、③のイからホまでのいずれかに該当する者であっ

て、継続的に管理栄養士等がサービス提供を行うことにより、栄養改善の効果が期待で

きると認められるものについては、継続的に栄養改善サービスを提供する。 

 

（８）口腔・栄養スクリーニング加算 

   別に厚生労働大臣が定める基準（以下の算定要件を指す）に適合する指定通所リハビリ

テーション事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態

のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、口腔・栄養スクリーニ

ング加算として、次に掲げる区分に応じ、１回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加

算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げる

その他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリ

ーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。 

  ①口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） ２０単位 

  ②口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）  ５単位 

 

＜算定要件＞大臣基準告示・十九の二 

① 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 次のいずれにも適合すること。 

イ 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当

該利用者の口腔の健康状態に関する情報（当該利用者の口腔の健康状態が低下してい

るおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担

当する介護支援専門員に提供していること。 

ロ 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用

者の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態

の改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供してい

ること。 

ハ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

ニ 算定日が属する月が、次のいずれにも該当しないこと。 

ａ 栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善加算の算定に

係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが終

了した日の属する月であること。 

ｂ 当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けてい

る間である又は当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月であること。 

② 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 次のいずれかに適合すること。 

イ 次のいずれにも適合すること。 
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ａ ①イ及びハに掲げる基準に適合すること。 

ｂ 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄

養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄

養改善サービスが終了した日の属する月であること。 

ｃ 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上

サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月

ではないこと。 

ロ 次のいずれにも適合すること。 

ａ ①ロ及びハに掲げる基準に適合すること。 

ｂ 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該利用

者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間又は当該栄養改

善サービスが終了した日の属する月ではないこと。 

ｃ 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上

サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月

であること。 

 

＜留意事項＞ 

① 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング（以下

「口腔スクリーニング」という。）及び栄養状態のスクリーニング（以下「栄養スクリ

ーニング」という。）は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われ

ることに留意すること。 

② 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングは、利用者に対して、原則として一体的

に実施すべきものであること。ただし、大臣基準第十九号の二②に規定する場合にあっ

ては、口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの一方のみを行い、口腔・栄養スク

リーニング加算(Ⅱ)を算定することができる。 

③ 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者について、

それぞれ次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。 

イ 口腔スクリーニング 

ａ 硬いものを避け、柔らかいものばかりを中心に食べる者 

ｂ 入れ歯を使っている者 

ｃ むせやすい者 

ロ 栄養スクリーニング 

ａ ＢＭＩが１８.５未満である者 

ｂ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施に

ついて」(平成１８年６月９日老発第０６０９００１号厚生労働省老健局長通知)に

規定する基本チェックリストの№１１の項目が「１」に該当する者 

ｃ 血清アルブミン値が３.５ｇ／dl以下である者 

ｄ 食事摂取量が不良(７５％以下)である者 

④ 口腔・栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議

で決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔スクリーニング

又は栄養スクリーニングを継続的に実施すること。 
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⑤ 口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニング

の結果、栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービス又は口腔機能向上加算の算定に係

る口腔機能向上サービスの提供が必要だと判断された場合は、口腔・栄養スクリーニン

グ加算の算定月でも栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定できること。 

 

（９）口腔機能向上加算 

   別に厚生労働大臣が定める基準（以下の算定要件を指す）に適合しているものとして都

道府県知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対

して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若

しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身

の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下この注において「口腔機能向上サ

ービス」という。）を行った場合は、口腔機能向上加算として、当該基準に掲げる区分に

従い、３月以内の期間に限り１月に２回を限度として１回につき次に掲げる単位数を所定

単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。また、口腔機能向上サービスの開始から３月ごと

の利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続

き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。 

  ①口腔機能向上加算（Ⅰ） １５０単位 

  ②口腔機能向上加算（Ⅱ） １６０単位 

 

＜算定要件＞大臣基準告示・三十 

① 口腔機能向上加算（Ⅰ） 次のいずれにも適合すること。 

 イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置していること。 

 ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介

護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指

導計画を作成していること。 

 ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職

員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録

していること。 

 ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。 

 ホ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

② 口腔機能向上加算（Ⅱ） 次のいずれにも適合すること。 

 イ ①イからホまでのいずれにも適合すること。 

 ロ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、

口腔機能向上サービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ

有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

 

＜留意事項＞ 

① 口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供には、利用者ごとに行わ

れるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置して行うものであること。 
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③ 口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハまでのいずれかに該当する者

であって、口腔機能向上サービスの提供が必要と認められる者とすること。 

 イ 認定調査における嚥下、食事摂取、口腔清潔の３項目のいずれかの項目において

「１」以外に該当する者 

 ロ 基本チェックリストの口腔機能に関連する(１３)、(１４)、(１５)の３項目のうち、

２項目以上が「１」に該当する者 

 ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者 

④ 利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も想定されることか

ら、必要に応じて、介護支援専門員を通して主治医又は主治の歯科医師への情報提供、

受診勧奨などの適切な措置を講じることとする。なお、歯科医療を受診している場合で

あって、次のイ又はロのいずれかに該当する場合にあっては、加算は算定できない。 

 イ 医療保険において歯科診療報酬点検表に掲げる摂食機能療法を算定している場  

合 

 ロ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定していない場

合であって、介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練

の指導若しくは実施」を行っていない場合。 

⑤ 口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経てなされる。 

 イ 利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握すること。 

 ロ 利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中心となって、利用者ごと

の口腔衛生、摂食・嚥下機能に関する解決すべき課題の把握を行い、言語聴覚士、歯

科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して取り組むべ

き事項等を記載した口腔機能改善管理指導計画を作成すること。作成した口腔機能改

善管理指導計画については、口腔機能向上サービスを対象となる利用者又はその家族

に説明し、その同意を得ること。なお、通所リハビリテーションにおいては、口腔機

能改善管理指導計画に相当する内容を通所リハビリテーション計画の中に記載する

場合は、その記載をもって口腔機能改善管理指導計画の作成に代えることができるも

のとすること。 

ハ 口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等が利

用者ごとに口腔機能向上サービスを提供すること。その際、口腔機能改善管理指導計

画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。 

ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、

おおむね３月ごとに口腔機能の状態の評価を行い、その結果について、当該利用者を

担当する介護支援専門員や主治の医師、主治の歯科医師に対して情報提供すること。 

ホ 条例第１４６条において準用する第２０条に規定するサービスの提供の記録にお

いて利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護

職員が利用者の口腔機能を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に口腔機能向上

加算の算定のために利用者の口腔機能を定期的に記録する必要はないものとするこ

と。 

⑥ おおむね３月ごとの評価の結果、次のイ又はロのいずれかに該当する者であって、継

続的に言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等がサービス提供を行うことにより、口腔

機能の向上又は維持の効果が期待できると認められるものについては、継続的に口腔機
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能向上サービスを提供する。 

 イ 口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能の低下が認められる状態

の者 

 ロ 当該サービスを継続しないことにより、口腔機能の低下するおそれのある者 

⑦ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥ

への提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加

算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照された

い。サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を

活用し、利用者の状態に応じた口腔機能改善管理指導計画の作成（Plan）、当該計画に

基づく支援の提供（Do)、当該支援内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該

計画の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービ

スの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に

資するため、適宜活用されるものである。 

 

（10）科学的介護推進体制加算 

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通

所リハビリテーション事業所が、利用者に対し指定通所リハビリテーションを行った場合

は、科学的介護推進体制加算として、１月につき４０単位を所定単位数に加算する。 

① 利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の

状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 

② 必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直すなど、指定通所リハビリテーショ

ンの提供に当たって、①に規定する情報その他指定通所リハビリテーションを適切かつ

有効に提供するために必要な情報を活用していること。 

 

＜留意事項＞ 

① 科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに要件

を満たした場合に、当該事業所の利用者全員に対して算定できるものであること。 

② 情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、

提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本

的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

③ 事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため、計画（Plan）、

実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、

質の高いサービスを実施する体制を構築するとともに、その更なる向上に努めることが

重要であり、具体的には、次のような一連の取組が求められる。したがって、情報を厚

生労働省に提出するだけでは、本加算の算定対象とはならない。 

イ 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するた

めのサービス計画を作成する（Plan）。 

ロ サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や重度

化防止に資する介護を実施する（Do）。 

ハ ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、事



27 

業所の特性やサービス提供の在り方について検証を行う（Check）。 

二 検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、サ

ービスの質の更なる向上に努める（Action）。 

④ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に

資するため、適宜活用されるものである。 

 

 

（11）移行支援加算 

   厚生労働大臣が定める基準（以下の算定要件を指す）に適合している者として都道府県

知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、リハビリテーションを行い、利用

者の指定通所介護事業所等への移行等を支援した場合は、移行支援加算として、評価対象

期間（別に厚生労働大臣が定める期間をいう。）の末日が属する年度の次の年度内に限り、

１日につき１２単位を加算する。 

 

＜算定要件＞大臣基準告示・三十二 

① 次のいずれにも適合すること。 

 イ 評価対象期間において指定通所リハビリテーションの提供を終了した者(以下「通

所リハビリテーション終了者」という。)のうち、指定通所介護等(指定通所リハビリ

テーション及び指定介護予防通所リハビリテーションを除く。)を実施した者の占め

る割合が１００分の３を超えていること。 

 ロ 評価対象期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算して

１４日以降４４日以内に、通所リハビリテーション従業者が、通所リハビリテーショ

ン終了者に対して、当該通所リハビリテーション終了者の指定通所介護等の実施状況

を確認し、記録していること。 

② １２を当該指定通所リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得

た数が１００分の２７以上であること。 

③ 通所リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ移行するに当たり、当該

利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供すること。 

 

＜厚生労大臣が定める期間＞利用者等告示・十九 

 移行支援加算を算定する年度の初日の属する年の前年の１月から１２月までの期間（基

準に適合しているものとして届け出た年においては、届出の日から同年１２月までの期

間） 

 

＜留意事項＞ 

① 移行支援加算におけるリハビリテーションは、通所リハビリテーション計画に家庭や

社会への参加を可能とするための目標を作成した上で、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬを

向上させ、指定通所介護等（指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビ

リテーションは除く。）に移行させるものであること。 

② 「その他社会参加に資する取組」には、医療機関への入院や介護保険施設への入所、

指定通所リハビリテーション、指定認知症対応型共同生活介護等は含まれず、算定対象
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とならないこと。 

③ 算定要件①イの基準において、指定通所介護等（指定通所リハビリテーション及び指

定介護予防通所リハビリテーションを除く。）を実施した者の占める割合及び算定要件

②において、１２を指定通所リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除し

て得た数については、小数点第３位以下は切り上げること。 

④ 平均利用月数については、以下の式により計算すること。 

 イ（ⅰ）に掲げる数÷（ⅱ）に掲げる数 

  （ⅰ）当該事業所における評価対象期間の利用者ごとの利用者延月数の合計 

  （ⅱ）（当該事業所における評価対象期間の新規利用者数の合計＋当該事業所におけ

る評価対象期間の新規終了者数の合計）÷２ 

 ロ イ（ⅰ）における利用者には、当該事業所の利用を開始して、その日のうちに利用

を終了した者又は死亡した者を含むものである。 

 ハ イ（ⅰ）における利用者延月数は、利用者が評価対象期間において当該事業所の提

供する通所リハビリテーションを利用した月数の合計をいう。 

 ニ イ（ⅱ）における新規利用者数とは、当該評価対象期間に新たに当該事業所の提供

する指定通所リハビリテーションを利用した者の数をいう。また、当該事業所の利用

を終了後、１２月以上の期間を空けて、当該事業所を再度利用した者については、新

規利用者として取り扱うこと。 

 ホ イ（ⅱ）における新規終了者数とは、評価対象期間に当該事業所の提供する指定通

所リハビリテーションの利用を終了した者の数をいう。 

⑤ 「指定通所介護等（指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテー

ションは除く。）の実施」状況の確認に当たっては、指定通所リハビリテーション事業

所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、リハビリテーション計画書のアセスメ

ント項目を活用しながら、リハビリテーションの提供を終了した時と比較して、ＡＤＬ

及びＩＡＤＬが維持又は改善していることを確認すること。なお、電話等での実施を含

め確認の手法は問わないこと。 

⑥ 「当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供」については、利

用者の円滑な移行を推進するため、指定通所リハビリテーション終了者が指定通所介

護、指定訪問リハビリテーション、指定地域密着型通所介護、指定認知症対応型通所介

護、指定小規模多機能型通所介護、指定看護小規模多機能型居宅介護、指定介護予防訪

問リハビリテーション、指定介護予防認知症対応型通所介護又は指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所へ移行する際に、「リハビリテーションマネジメント加算等に関

する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の

提示について」（平成３０年３月２２日老老発０３２２第２号）の別紙様式２―１及び

２－２のリハビリテーション計画書等の情報を利用者の同意の上で指定通所介護、指定

訪問リハビリテーション、指定地域密着型通所介護、指定認知症対応型通所介護、指定

小規模多機能型通所介護、指定看護小規模多機能型居宅介護、指定介護予防訪問リハビ

リテーション、指定介護予防認知症対応型通所介護又は指定介護予防小規模多機能型居

宅介護の事業所へ提供すること。なお、指定通所介護事業所等の事業所への情報提供に

際しては、リハビリテーション計画書の全ての情報ではなく、「リハビリテーション・

個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手
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順及び様式例の提示について」に示す別紙様式２－２―１及び２－２－２の本人の希

望、家族の希望、健康状態・経過、リハビリテーションの目標、リハビリテーションサ

ービス等の情報を抜粋し、提供することで差し支えない。 

 

（12）サービス提供体制強化加算 

   厚生労働大臣が定める基準（以下の算定要件を指す）に適合しているものとして都道府

県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビ

リテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１回につき次に掲げる所定

単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 

  ①サービス提供体制強化加算（Ⅰ）２２単位 

  ②サービス提供体制強化加算（Ⅱ）１８単位 

  ③サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ６単位 

 

＜算定要件＞大臣基準告示・三十三 

① サービス提供体制強化加算（Ⅰ）次のいずれにも適合すること。 

 イ 次のいずれかに適合すること。 

  ａ 指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占め

る割合が１００分の７０以上であること。 

  ｂ 指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、勤務年数１０年以

上の介護福祉士の占める割合が１００分の２５以上であること。 

 ロ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

② サービス提供体制強化加算（Ⅱ）次のいずれにも適合すること。 

 イ 指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める

割合が１００分の５０以上であること。 

 ロ 定員超過利用・人員基準欠所に該当していないこと。 

③ サービス提供体制強化加算（Ⅲ）次のいずれにも適合していること。 

 イ 次のいずれかに適合すること。 

  ａ 指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占め

る割合が１００分の４０以上であること。 

  ｂ 指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤務年

数７年以上の者の占める割合が１００分の３０以上であること。 

 ロ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

＜留意事項＞ 

① 職員の割合の算定に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く。）

の平均を用いることとする。ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事

業を開始し、又は再開した事業所を含む。）については、届出日の属する月の前３月に

ついて、常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。したがって、新たに事

業を開始し、又は再開した事業者については、４月目以降届出が可能となるものである

こと。 
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  なお、介護福祉士又は、実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者につ

いては、各月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修の課程を修了している者

とすること。 

② 前項目ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職

員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合

については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに知

事に届出を提出しなければならない。 

③ 勤務年数とは、各月の前月の末日時点における勤務年数をいうものとする。 

④ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え、同一法人等の経

営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直

接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。 

⑤ 同一の事業所において介護予防通所リハビリテーションを一体的に行っている場合

においては、本加算の計算も一体的に行うこととする。 

⑥ 指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員とは、理学療法士、作業療

法士、言語聴覚士、看護職員又は介護職員として勤務を行う職員を指すものとする。 

  なお、１時間以上２時間未満の指定通所リハビリテーションを算定する場合であっ

て、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師がリハビリテーションを提供する場合にあ

っては、これらの職員も含むものとすること。 

 

（13）介護職員処遇改善加算 

厚生労働大臣が定める基準（以下の算定要件を指す）に適合している介護職員の賃金の

改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た事業所が、利用者に対し、指定

通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年３月３

１日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれか

の加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

   ①介護職員処遇改善加算（Ⅰ）  

算定した単位数の１０００分の４７に相当する単位数 

   ②介護職員処遇改善加算（Ⅱ）  

算定した単位数の１０００分の３４に相当する単位数 

③介護職員処遇改善加算（Ⅲ）  

算定した単位数の１０００分の１９に相当する単位数 

※経過措置・改正告示附則第２条 

   令和３年３月３１日において現に改正前の介護職員処遇改善加算に係る届出を行って

いる事業所にあって、改正後の介護職員処遇改善加算に係る届出を行っていないものにお

ける介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）の算定については、令

和４年３月３１日までの間は、なお従前の例によることができる。 

＜算定要件＞大臣基準告示・三十四 

 イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(１) 介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)に要する費

用の見込額(賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができ
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る。以下同じ。)が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計

画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 

(２) 指定通所リハビリテーション事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該

計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した

介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事に届け

出ていること。 

(３) 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営

の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために介護職員の

賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内

容について都道府県知事に届け出ること。 

(４) 当該指定通所リハビリテーション事業所において、事業年度ごとに介護職員の処

遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。 

(５) 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九

号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法(昭和三十四

年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法

(昭和四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑

に処せられていないこと。 

(６) 当該指定通所リハビリテーション事業所において、労働保険料(労働保険の保険料

の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働

保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。 

(７) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(一) 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関

するものを含む。)を定めていること。 

(二) (一)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

(三) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実

施又は研修の機会を確保していること。 

(四) (三)について、全ての介護職員に周知していること。 

(五) 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づ

き定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。 

(六) (五)について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

(８)（２）の届出に係る計画の期間中に実施する介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に

関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職

員に周知していること。 

ロ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イ(1)から(6)まで、(7)(一)から(四)まで及び(8)に掲げ

る基準のいずれにも適合すること。 

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(１) イ(1)から(6)まで及び(8)に掲げる基準に適合すること。 

(２) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関

するものを含む。)を定めていること。 
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ｂ aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実

施又は研修の機会を確保していること。 

ｂ aについて、全ての介護職員に周知していること 

※別途通知（「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベー

スアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につ

いて」（令和５年３月１日老発０３０１第２号）を参照すること。 

 

（14）介護職員等特定処遇改善加算 

   別に厚生労働大臣が定める基準（以下の算定要件を指す）に適合している介護職員等の

賃金の改善等を実施しているのとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーシ

ョン事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に

掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいず

れかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

（１）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 

     算定した単位数の１０００分の２０に相当する単位数 

（２）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 

     算定した単位数の１０００分の１７に相当する単位数 

 

＜算定要件＞大臣基準告示・三十四の二 

イ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、

かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額

を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じてい

ること。 

(一) 介護福祉士であって、経験及び技能を有する介護職員と認められる者（以下「経

験・技能のある介護職員」という。）のうち一人は、賃金改善に要する費用の見込

額が月額８万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額４４０万円以上である

こと。ただし、介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他

の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。 

(二) 指定通所リハビリテーション事業所における経験・技能のある介護職員の賃金

改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員（経験・技能のある介護職員を除

く。）の賃金改善に要する費用の見込額の平均を上回っていること。 

(三) 介護職員（経験・技能のある介護職員を除く。）の賃金改善に要する費用の見込

額の平均が、介護職員以外の職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の２倍

以上であること。ただし、介護職員以外の職員の平均賃金額が介護職員（経験・技

能のある介護職員を除く。）の平均賃金額を上回らない場合はその限りでないこ

と。 

(四) 介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額４４０万円を上回らな
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いこと。 

（２） 当該指定通所リハビリテーション事業所において、賃金改善に関する計画、当該

計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を

記載した介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県

知事に届け出ていること。 

（３） 介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただ

し、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当

該事業所の職員の賃金水準（本加算による賃金改善分を除く。）を見直すことはや

むを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。 

（４） 当該指定通所リハビリテーション事業所において、事業年度ごとに当該事業所の

職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。 

（５） 通所リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）

のいずれかを届け出ていること。 

（６） 通所リハビリテーション費における介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）まで

のいずれかを算定していること。 

（７） （２）の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容（賃金改善に

関するものを除く。以下同じ。）及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を

全ての職員に周知していること。 

（８） （７）の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法

により公表していること。 

 

ロ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 
介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）（１）から（４）まで及び（６）から（８）まで
に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

※別途通知（「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベ

ースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示

について」（令和５年３月１日老発０６０１第２号）を参照すること。 

 

 

（15）介護職員等ベースアップ等支援加算 

      別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施して

いるものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に

対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、イからホまでにより算定した単位数

の１０００分の１０に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

 

＜算定要件＞大臣基準告示・三十四の三 

     次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 介護職員その他の職員の賃金改善について、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員

等ベースアップ等支援加算の算定見込額を上回り、かつ、介護職員及びその他の職員のそ

れぞれについて賃金改善に要する費用の見込額の三分の二以上を基本給又は決まって毎

月支払われる手当に充てる賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置
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を講じていること。 

ロ 指定通所リハビリテーション事業所において、賃金改善に関する計画、当該計画に係る

実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職

員等ベースアップ等支援計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に届け出て

いること。 

ハ 介護職員等ベースアップ等支援加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただ

し、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業

所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、

その内容について都道府県知事に届け出ること。 

ニ 当該指定通所リハビリテーション事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の

処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。 

ホ 通所リハビリテーション費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれ

かを算定していること。 

ヘ ロの届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善に要する費用の見込額を全て

の職員に周知していること。 

※別途通知「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースア

ップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」

（令和５年３月１日老発０３０１第２号）を参照すること。 

 


